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”引き続き感染防止対策をお願いします”
秋田県では、全国的な感染者数の増加を受け、診療や検査を実施する医療機関数や

入院病床数、1日の検査件数を増やすなど医療体制の充実に努めています。また、県

内でも、感染者数が増えてきているものの、概ねクラスター発生施設に限定されてお

り、１１月末の入院者数が７人（重症０人）で病床の利用率が、１４．９％にとどま

っていることなどを総合的に判断して警戒レベル２を維持するとしました。

村では、県の方針に準じて、引き続き感染防止対策に努めてまいりますので、村民

の皆さまも、気を緩めることなく「感染しない・させない」ように注意していただく

ようお願いいたします。

＊＊＊ 県の基本的な考え ＊＊＊
◆県外との往来について

〇感染拡大地域との往来は感染状況に注意し、慎重に判断するようにお願いします。

〇訪問先では、接待を伴う飲食店や「三密」となる場所での会食を避けるなどの注意

をお願いします。

〇往来前後に発熱や味覚・嗅覚の異常などを感じたら、すぐに「かかりつけ医」や「あ

きた新型コロナ受診相談センター」に相談するようにお願いします。

◆イベント・行事等の開催について

〇屋内・屋外ともに参加人数の上限を５，０００人とします。

〇大声での歓声・声援等が想定される場合は１ｍ以上の間隔を確保します。

◆会食について

〇感染防止対策を徹底し、実施しましょう。

・マスクの着用や手指消毒、共用物の消毒の徹底

・３密の回避（１ｍ以上の間隔の確保・換気の徹底など）

・大声（大きな発声）の回避と会話の際のマスク着用

〇発熱等の症状のある方には参加を自粛してもらいましょう。

【大潟村新型コロナウイルス感染症対策本部】
大潟村役場住民生活課 TEL. ４５−２１１４

大潟村診療所 TEL. ４５−２３３３

大潟村保健センター TEL. ４５−２６１３

裏面もご覧ください。



＊＊＊ 村 内 で の 対 応 ＊＊＊
◆県外との往来について

〇県の基本的な考え方に準じ、感染者が多い地域との往来は慎重に判断しましょう。

〇訪問先では、感染リスクを避け、慎重に行動しましょう。

〇往来前後に異常を感じたら、医療機関や「あきた新型コロナ受診相談センター」に相

談しましょう。

◆イベント・行事等の開催について

〇次のことを目安として、主催者の判断で実施しましょう。

・感染防止対策（マスクの着用や三密の回避など）を徹底します。

・県外や不特定多数の方は参加しません。

・十分に換気ができる状態にあります。

・体調の悪い方には参加を遠慮していただきます。

◆会食について

〇飲食店でも感染防止対策を行っていますが、次のような工夫もしましょう。

・大きな声を出さず、飲食時以外はマスクを着用する「静かなマスク会食」にします。

・大皿の料理や箸・トングなどの共用はしません。

・時間を短縮します。

・グループ分けするなど少人数で行います。

◆感染防止対策の継続について

〇マスクの着用、うがい、こまめな手洗い、手指消毒を励行しましょう。

〇「密閉」「密集」「密接」の「三密」を避けましょう。

〇人との距離を１ｍ以上保ちましょう。 など

＊＊＊ 冬期間の留意点について ＊＊＊
冬期間は、空気の乾燥により新型コロナウイルス等が拡散しやすくなり、生存期間

も伸びるともいわれています。そのため、部屋の換気と保湿が重要になります。

★こまめに換気をしましょう。

〇３０分ごとに３～５分間、部屋の扉や窓を開けましょう。

〇換気扇がある場合は、常時運転しておくと効果があります。

※寒い時期に窓を全開して換気すると急激な温度差で、体調に異変をきたす場合

がありますので、注意してください。

★加湿をしましょう。

〇部屋の湿度を４０％～７０％に保ちましょう。

〇加湿器等を使うほか、洗濯物・タオルの部屋干しやこまめな拭き掃除、水を入

れたコップを置くだけでも効果があります。

※換気により、一時的に湿度も下がりますので、気を付けてください。

裏面もご覧ください。


